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令和３年度第３回 山県市教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 

令和３年７月２７日（火） 午後３時００分～午後４時２０分 

２ 場所 

文化の里花咲きホール控室 

３ 出席者 

教育長  服部 和也 

委 員  千葉 純    委 員  川田 八重子 

委 員  大野 良輔 

事務局 学校教育課長     日置 智夫 

生涯学習課長     藤根 勝 

学校教育課課長補佐  渡瀬 和則 

４ 議事日程 

日程第１ 前回議事録の承認 

日程第２ 議事録署名者の指名 

日程第３ 議事 

議第３号  令和４年度使用小学校用教科用図書採択について 

議第４号  令和４年度使用中学校用教科用図書採択について 

議第５号  独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規

則の制定について 

日程第４ 諸般の報告 

日程第５ その他 

５ 会議の概要 

別添のとおり 
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午後３時００分 開会 

 

日程第１ 前回の議事録の承認 

令和３年度第２回教育委員会定例会議事録を承認。 

日程第２ 議事録署名者の指名 

議事録署名者に大野委員を指名。 

日程第３ 議事 

議第３号  令和４年度使用小学校用教科用図書採択について 

＜非公開案件であるため、議事録は別途作成＞ 

議第４号  令和４年度使用中学校用教科用図書採択について 

＜非公開案件であるため、議事録は別途作成＞ 

議第５号  独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則の

制定について 

教育長 ＜議第５号について、説明を求める。＞ 

学 校 教 育 課 課 長

補佐 

＜議第５号について、説明する。＞ 

教育長 ＜議第５号について各委員の意見を求める。＞ 

大野委員 振興センターから、各自治体に対して明文化するよう通知があっ

たということでしょうか。今までは明文化されていなかったという

ことでしょうか。 

学 校 教 育 課 課 長

補佐 

山県市に個別に通知があったわけではなく、全国の学校の設置者

宛に通知が出されました。保護者宛の案内には負担額を記載してあ

ったので、保護者の負担額を高くしたり安くしたりするわけではあ

りませんが、法的に有効な規則として制定していませんでしたの

で、今回制定するものです。 

大野委員 第３条の「保護者が法第２９条第２項各号のいずれかに該当する

と認めるとき」というのは、生活保護家庭ですか。 

教育長 要保護者と準要保護者です。 

川田委員 掛金は、市がいったん納めて、保護者から徴収したお金を歳入に

入れるのですか。県の場合は、県が納めて調定して、納入通知書を

学校に発行しています。 

学 校 教 育 課 課 長

補佐 

基本的には同じです。 
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千葉委員 第３条の「保護者掛金を免除する」場合、市が掛金を全額負担す

ることになるのですか。 

学 校 教 育 課 課 長

補佐 

法第２９条では、国がセンターに対して補助すると規定されてい

ます。 

川田委員 児童生徒の医療費は保護者の負担がないですから、保護者から請

求はないのではないですか。 

教育長 請求があれば１割のみ給付します。 

教育長 ＜ほかに委員からの意見がないため、議第５号について承認を求め

る。＞ 

教育長 ＜全員異議なしにより、原案のとおり議決する。＞ 

日程第４ 諸般の報告 

学校教育課長 ７月２１日から８月２６日まで夏休みです。中体連の途中結果で

すが、高富中学校の陸上部、女子の走り幅跳びが４位、男子の４× 

１００メートルリレーが５位で東海大会に出場します。このコロナ

禍でも練習し成果を出していることはうれしく思います。 

皆様にも御案内させていただきましたとおり、８月１８日、１９

日、来年度の教員採用試験の２次試験がございますが、見学の希望

はないということで報告しております。 

生涯学習課長 先月御案内しました「ラジオ体操 みんなの体操会」ですが、７

月１８日にみんなのげんき広場で全体会を開催、２４日には美山中

学校グラウンドで開催しました。全体会は、６回目で過去最高の４

００人を超える参加をいただきました。今後は、８月１日、伊自良

総合グラウンド、８月８日、市総合グラウンドで開催する予定で

す。 

また、市内在住の絵本作家「高畠純の絵本原画展」を、本日から

８月１２日まで、美術館で開催しております。８月１日に開催する

ワークショップの受付を７月６日に開始したところ、ほんの数時間

で定員に達しました。 

教育長 私のほうからは、皆さんに御意見をいただきたいことがございま

す。 

まずひとつは、図書館を今後どうしていていくのか、という課題

です。方向性をきちんと持たせられれば、伊自良地域にとっても市

全体にとっても、まだまだ生かせる施設だと思っています。ただ、
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地理的には奥なので、どうしたら人を誘導できるのかという問題が

あります。 

今は、主に親子連れと高齢者が利用している図書館となっていま

す。今以上に人が来る図書館に変えるために、高畠純さんの力をお

借りして人を呼び込もうと思います。高畠さんの本なら日本一そろ

っている図書館、親子連れがいい空間で半日間過ごせるような、そ

んな図書館にしようというコンセプトです。それについては、３月

１８日に高畠さんにお話しして承認をいただきました。 

高畠さんをメーンにした玄関に改修し、中は、知育玩具で遊べる

スペースがあったりいろんなコーナーがあったりして、単純に本を

借りる図書館ではなくて、子どもたちが文化を感じられる図書館に

できないかと考えています。 

また、複合施設として改修する老人福祉センターの前の広場を、

高畠さんにも監修していただき、子どもの芝生広場にします。 

次は、文化の里についてです。ここは、ほかと比べれば規模は小

さいですが、その小さな空間で、本物の芸術家と共演でき、また、

市民の皆さんがいろんな学習発表や趣味、部活動のアウトプットが

でき芸術家気分を味わえる、そういうコンセプトで生かしていける

といいと思います。 

もうひとつは、公民館の問題です。伊自良中央公民館は、老人福

祉センターに統合しコミュニティセンター機能を持たせた複合施設

に改修します。高富中央公民館の体育館は、耐用年数が来ているの

で廃止しますが、使用しているスポーツ団体があるので別の場所を

確保しないといけません。また、美山中央公民館に教育センターを

移設するという案はあるのですが、そこを不登校の子たちの居場所

にはしにくい気がします。多くの子どもが自転車で行ける場所につ

くらないといけません。 

まだ、これらは私が案として持っているだけなので、委員さんの

御意見をいただければと思います。 

千葉委員 高富体育館を壊し、卓球や空手などの練習場を今ある施設のどこ

かに確保するということでしょうか。 

生涯学習課長 高富体育館は、総合体育館に次いで利用者が多く、年間１万２千

人を超える利用者があります。急傾斜地ですので、今の施設を壊し
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午後４時２０分 閉会 

ても新たに建てられる場所ではありません。耐用年数が来ているの

で取り壊して駐車場にしますが、可能であれば、耐震補強工事が済

んでいる高富中央公民館の３階ホールを体育館仕様に改修し、体育

館の利用者に利用してもらえないか、ということを考えています。 

大野委員 高富中央公民館は、車で東から来ると急な角度で曲がらないとい

けないし、下に駐車してあの坂を歩いて上がるのは大変です。新た

な施設は建てられないということですが、下に施設があればもっと

利用できると思います。いつ行っても、高富中央公民館の図書室も

伊自良の図書館も、利用者はそれほど多くありません。 

教育長 コンビニは売れない商品は置かないわけですが、図書館は読まれ

ない本がたくさん置いてあります。ですが、読まれないけどいい本

はたくさんあります。図書館は文化のバロメーターである気がする

ので、例えば、それぞれの図書館、図書室の蔵書を、伊自良は児童

向け、高富は学生向け、美山は一般向けと特化させるなどして、時

代に合わせた運営を考えていかなければいけないと思っています。 

大野委員 図書館を含めた公民館について見直しを図るということは、大切

なことだと思います。 

教育長 そろそろ、美術館の「高畠純の絵本原画展」を見学する時間とな

りました。御意見がありましたらいつでもけっこうですのでお願い

いたします。 


